
【令和元年度 黒潮町駅伝大会兼四国のみち駅伝大会開催要項】 

 

１．目  的  強い精神力と体力を要する駅伝大会を通じて、友情と親睦を深め合い地域のスポーツ

の向上に役立てる。 

２．主  催  黒潮町教育委員会・黒潮町体育会・黒潮町スポーツ推進委員会 

 

３．期  日  令和 2年 3月 1日（日） 
 

４．コ ー ス  スタート：土佐西南大規模公園（佐賀）駐車場内 

ゴ ー ル：土佐西南大規模公園（大方） ・・・※受付・開閉会式場 

 

５．参加資格  中学生以上の方で、地域・職場・グループ等でチームを構成する。 

        ※町外選手がいる場合は「四国のみち駅伝」での参加となります。 

         １チームは５名。補欠は３名以内とする。 

 ※登録選手以外の選手変更は、大会の３日前までに事務局に必ずご連絡下さい。 

（当日の登録選手以外の選手交代はオープン扱いとします。） 

         ※昨年同様、チームより１名ボランティアスタッフのご協力をお願いします。 

 

６．参 加 料  １チーム：１，０００円（※学生のみのチームは免除） 

        注）申込後不参加でも、参加料はお返しいたしません。 

７．申込締切  令和 2年 2月 7日（金）必着 

８．申 込 先  〒７８９-１９９２ 幡多郡黒潮町入野５８９３番地（黒潮町役場本庁内） 

         教育委員会 生涯学習係 TEL：0880-43-0044 FAX：0880-43-1144 

 

９．日  程   受  付  ８：００～   ※受付が済んだチームの１区・２区の選手は 

開 会 式  ９：００～     速やかに選手輸送車に乗車（８：５０出発） 

         スタート １０：００～    すること。※各自での移動は認めない。 

         閉 会 式 １２：００頃   

１０．表  彰  黒潮町駅伝大会優勝チームに優勝旗（持ち回り）を贈り、２位～５位のチームにはト

ロフィーを贈る。各区間１位～３位の方に区間賞（メダル）を贈る。 

四国のみち駅伝大会優勝チームに優勝カップ（持ち回り）、２位・３位にトロフィー

を贈る。各区間１位の方に区間賞（メダル）を贈る。 

１１．区  間    第１区 土佐西南大規模公園（佐賀）駐車場～ 灘公園（掛川たこ焼店横）４．３ｋｍ 

         第２区  灘公園 ～ 伊田漁民センター付近         ３．８ｋｍ 

         第３区  伊田漁民センター付近 ～ 上川口小学校前     ２．２ｋｍ 

         第４区  上川口小学校前 ～ 鞭公園（海側の売店裏）    ３．０ｋｍ 

         第５区  鞭公園（海側の売店裏）～ 土佐西南大規模公園  ４．０ｋｍ 

計５区間１７．３ｋｍ 

１２．そ の 他  １）ゼッケンは主催者側で用意いたします。 

         ２）衣類の輸送は１区のみ行います。 ※ｽﾀｰﾄ⇒ｺﾞｰﾙ(大規模体育館)へ 

３）昨年度優勝チームは、優勝旗及びカップを必ずお持ちください。 

昨年度黒潮町駅伝大会優勝チーム   【加持Ａ】 

〃 四国のみち駅伝大会優勝チーム 【ＰＨＶ】 

         ４）天候等により開催の判断が付かない場合は、当日午前７時以降に 

           黒潮町役場本庁舎宿直（0880-43-2111）までお問い合わせください。 

※競技中の事故等は、その時に応急処置等いたしますが、それ以上につきましては黒潮町がかける

「全国町村会総合賠償補償保険」の範囲内の補償となります。 



『黒潮町駅伝大会』及び『四国のみち駅伝大会』規定 
（競技規定） 

１． 同タイムの場合は、区間賞・区間順位の数で勝敗を決定する。 

２． 競技者は、本部交付のタスキをかけ、各中継地点所定の位置で次走者に渡

すこと。（中継地点の白線以前で渡してはならない。） 

３． 競技中選手が事故をおこし、競技継続不可能と責任者が認めた場合、そのチ
ームは棄権とする。ただし、区間賞は認める。 

４． 開会式終了後の選手交替は認めない。 

５． 大会中の事故については応急処置を講じる他は、主催者は一切責任を負わ

ない。 

６． 各区間への移動には、必ず選手輸送車に乗車すること。 
７． 伴走及び移動応援は一切認めない。 
８． 競技者は、歩道が整備されている区間においては歩道を、未整備区間におい

ては道路左側白線歩道側を走ること。 
９． 選手の安全対策として、コース各箇所に立監察並びに交通指導員を配置す

る。 

１０． 繰り上げ発走も場合によってはある。 

１１． 選手宣誓は前回黒潮町駅伝大会優勝チームとする。 

 

（反  則） 

1． 規定のコールを受けなかったとき 

2． 規定走路以外を通ったとき 

3． 同一走者が二区間以上走ったとき 

4． 他の助勢によって不正な競技をしたとき 

5． 応援者が競技者と共に走り選手の体に触れ、他の競技者の体に触れたとき 

6． 各区間への移動は選手輸送車に乗車し、各自での移動は一切認めない。これ
に違反したチームは失格とする。 

7． 伴走・自動車での応援は一切認めない。これに違反したチームは失格とする。 
8． その他審判員が不正行為と認めたとき 

 

（審判規定） 

１.日本陸上競技連盟の駅伝競走基準に準ずる。ただし、審判長は基準を越えて

判定することもあるが、その判定は最後まで抗議を許さない。 



【スタート】

土佐西南大規模公園（佐賀）

駐車場内

【ゴール】

土佐西南大規模公園（大方）

【第１中継地点】

灘公園（たこ焼き店横）

【第２中継地点】
伊田漁民センター付近

【第３中継地点】

上川口小学校前

【第４中継地点】
鞭公園（海側売店裏）

１区：４．３ｋｍ

２区：３．８ｋｍ
３区：２．２ｋｍ４区：３．０ｋｍ

５区：４．０ｋｍ


